
要 介 護 認 定 等 に 係 る 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 覚 書  

 

柏 市 を 甲 と し ，〇〇〇居宅介護支援事業所を 乙 と し ，甲 乙 間 に お い て ，介 護 保

険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） に 基 づ く 要 介 護 認 定 及 び

要 支 援 認 定 に 係 る 個 人 情 報 の 提 供 に つ い て ， 次 の 条 項 に よ り 覚 書 を 交 換 す る 。  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 覚 書 は ，法 に 基 づ く 要 介 護 認 定 及 び 要 支 援 認 定 に 係 る 個 人 情 報 の 提  

 供 に つ い て ，対 象 と す る 個 人 情 報 ，個 人 情 報 の 保 護 ，情 報 提 供 の 中 止 ，有 効 期  

 間 等 に つ い て ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 対 象 と な る 個 人 情 報 ）  

第 ２ 条  甲 が 提 供 す る こ と が で き る 個 人 情 報 は ，乙 が 居 宅 介 護 支 援 ，居 宅 サ ー ビ   

 ス 又 は 施 設 サ ー ビ ス の 提 供 に 係 る 契 約 を 締 結 し ，又 は 締 結 す る こ と を 予 定 し て  

 い る 被 保 険 者 に 係 る も の で ，次 に 掲 げ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ，提 供  

 す る 個 人 情 報 は ， 被 保 険 者 本 人 か ら 同 意 を 得 て い る も の に 限 る 。  

(1) 介 護 認 定 審 査 会 資 料 （ 認 定 調 査 票 に よ る 調 査 結 果 を 厚 生 労 働 省 か ら 配 付

さ れ た コ ン ピ ュ ー タ ー ・ プ ロ グ ラ ム に よ り 処 理 す る こ と に よ り 得 た 帳 票 。）  

(2) 認 定 調 査 票 （ 特 記 事 項 に 限 る 。）  

(3) 主 治 医 意 見 書 （ 介 護 サ ー ビ ス 計 画 作 成 に 利 用 さ れ る こ と に つ い て ， 主 治

医 か ら 同 意 を 得 て い る も の に 限 る 。）  

 （ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ３ 条  乙 は ，甲 か ら 得 た 個 人 情 報 の 取 扱 い 及 び 保 管 に 十 分 注 意 を 払 う と と も に  

 そ の 責 任 を 有 す る こ と と す る 。  

 (1) 乙 が ，個 人 情 報 の 窓 口 交 付 を 受 け た と き は ，個 人 情 報 は 代 表 者 の 許 可 を 得  

  て か ら 開 封 し な け れ ば な ら な い 。  

(2) 乙 は ， 個 人 情 報 及 び 甲 の 業 務 上 の 秘 密 を 外 部 に 漏 ら し て は な ら な い 。 こ

の 覚 書 の 有 効 期 間 が 終 了 し た 後 も 同 様 と す る 。  

(3) 乙 は ， 個 人 情 報 を 申 出 の 目 的 以 外 に 使 用 し て は な ら な い 。  

(4) 乙 は ，個 人 情 報 を 第 ８ 号 に 規 定 す る 場 合 を 除 き ，第 三 者 に 提 供 し て は なら  

 な い 。  

(5) 乙 は ， 従 業 者 又 は 従 業 者 で あ っ た も の が 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の 行 為 を

行 わ な い よ う ， 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

(6) 乙 は ， 個 人 情 報 の 漏 え い ， 滅 失 ， 改 ざ ん 及 び 棄 損 の 防 止 ， そ の 他 の 適 切

な 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

(7) 乙 は ， 個 人 情 報 を 保 有 す る 必 要 が な く な っ た と き は ， 速 や か に 当 該 個 人

情 報 を 破 棄 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ， 乙 は ， 当 該 個 人 情 報

の 漏 え い 防 止 に 十 分 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  
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 (8) 乙 は ，被 保 険 者 本 人 に 介 護 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 所 か ら ，指 定 居 宅 支 援  

等 の 事 業 に 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準（ 平 成 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 厚 生 省 令 第 ３  

８ 号 ）に 規 定 さ れ る 個 別 サ ー ビ ス 計 画 作 成 を 目 的 と し て 当 該 個 人 情 報 の 提 供  

を 求 め ら れ た 場 合 ，被 保 険 者 の 同 意 を 得 た 上 で ，そ の 範 囲 の 情 報 に 限 り 提 供  

す る こ と が で き る こ と と す る 。  

 (9) 乙 は ，第 ８ 号 の 規 定 に 基 づ き ，個 人 情 報 を 提 供 し た と き は ，速 や か に 個 人  

  情 報 提 供 報 告 書 を 市 長 に 提 出 す る こ と と す る 。  

 （ 情 報 提 供 の 中 止 ）  

第 ４ 条  乙 は ，届 出 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き 及 び 事 業 所 の 閉 鎖 等 に よ り 居 宅 介 護  

 支 援 ，居 宅 サ ー ビ ス 又 は 施 設 サ ー ビ ス の 提 供 を 終 了 す る と き は ，速 や か に 市 に  

 届 け 出 る も の と す る 。 甲 は ， 乙 が こ の 覚 書 に 定 め る 義 務 を 履 行 し な い と き は ， 

 個 人 情 報 の 提 供 を 中 止 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 （ 有 効 期 間 ）  

第 ５ 条  こ の 覚 書 の 有 効 期 間 は ，覚 書 交 換 の 日 か ら 翌 年 の ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。 

２  乙 は ，有 効 期 間 の 終 了 す る 日 ま で に ，甲 に 対 し ，引 き 続 き 個 人 情 報 の 提 供 を  

 希 望 す る 旨 の 書 面 を 提 出 す る こ と に よ り ，こ の 覚 書 の 有 効 期 間 を １ 年 間 延 長 す  

 る こ と が で き る も の と し ， 以 後 も 同 様 と す る 。  

（ 疑 義 の 決 定 等 ）  

第 ６ 条  こ の 覚 書 の 各 項 の 解 釈 に つ い て 疑 義 を 生 じ た と き 又 は こ の 覚 書 に 定 め  

 の な い 事 項 に つ い て は ， 甲 乙 協 議 の 上 ， 定 め る も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 ７ 条  こ の 覚 書 の 交 換 を 証 す る た め ，甲 と 乙 と は ，本 書 を ２ 通 作 成 し ，そ れ ぞ  

 れ 記 名 押 印 の 上 ， 各 自 そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

 

令 和   年     月     日  

 

柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

甲      柏 市  

           柏 市 長    太  田  和  美  

 

           柏市〇〇〇×－×－×  

       乙    〇〇〇居宅介護支援事業所  

   管理者  柏   花  子    印㊞  

                         

事業者番号登

録時の名称  

管理者の肩書と  

 氏名を記入  
管理 者印 または

管理者の認印  

日 付 は 記 入 し な い

でください  

 


